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■年金の支払い、新規受給者の裁定、年金受給者の諸変更処理

○定時払い【8月15日（火）】 金額：6兆1,645億円　　件数：3,763万件
年6回の支払のうち8月支払分（平成18年6月・7月の2か月分）
〈参　考〉 介護保険給付　平成16年度（2004年度）（厚生労働省ホームページより）

費用額　6兆2,023億円
給付費　5兆5,222億円（利用者負担を除く）

○新規の年金受給者【平成18年6月・7月新規裁定者…新法厚生年金、基礎年金】
老齢年金：252,031人 （平成18年6月：140,609人、平成18年7月：111,442人）
障害年金： 16,765人 （平成18年6月：　9,266人、平成18年7月：　7,499人）
遺族年金： 55,000人 （平成18年6月： 31,536人、平成18年7月： 23,464人）

■年金相談（中央年金相談室）

○年金電話相談件数　
7月…113,326件　　　8月…122,946件
※　主に受給者からの年金相談〔10570-07-1165（年金受給者用）〕

■年金記録の情報提供

○裁定請求書の事前送付（封書）送付件数（17年10月より実施）
7月…123,214件　　　8月…124,622件
※ 毎週月曜日、年金支給開始年齢（60歳及び65歳）到達をもって受給権が発生する方に、氏名、生年月

日及び年金加入記録等をあらかじめ記載した裁定請求書を到達月の3か月前に送付しています。

○裁定請求書のご案内（はがき）送付件数（17年10月より実施）
7月…25,150件　　　8月…25,093件
※　毎週月曜日、60歳到達後に受給権が発生する方に、60歳到達月の3か月前に送付しています。

○年金加入期間の確認のご案内（はがき）送付件数（17年10月より実施）
7月…22,689件　　　8月…22,458件
※ 毎週月曜日、社会保険庁で管理している年金加入記録のみでは受給資格が確認できない方に、年金加

入期間の確認を促すご案内を60歳到達月の3か月前に送付しています。

○年金加入記録のお知らせ（封書）送付件数
7月…158,143件　　　8月…151,051件
※　毎週月曜日、58歳到達者に到達月の翌々月に送付しています。
※ これまで送付対象としていなかった「受給資格（期間要件）が確認できない方」についても、3月送

付分より新たに送付しています。

○年金見込額のお知らせ（封書）送付件数
7月…93,083件　　　8月…90,754件
※ 毎週木曜日、「年金加入記録のお知らせ」を送付した方のうち、年金見込額の通知を希望された方に

送付しています。

○インターネットを活用した年金個人情報の提供サービス（18年3月より実施）
ユーザーID・パスワードの申込件数
7月…18,039件　　　8月…17,127件
ユーザーID・パスワードの発行件数　　　※　発行累積件数（18年4月～8月）115,640件
7月…13,533件　　　8月…14,299件
※ 被保険者が社会保険庁ホームページからユーザーID・パスワード等を入力しログインすることにより

年金加入記録がいつでも閲覧可能です。

社会保険庁は、年金受給者のサービス情報等について、定期的（2か月に1回）に年金生活情報として
発信することを通じ、より一層のサービス向上に努めることとしています。




